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報告事項（1）

第67回千葉市小学校音楽発表会〔中央区．若葉区．緑区〕について

l
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11 目的 情操教育の一環として、オンラインを通して他校の児童と日常の音楽学習の成果を相互

鑑賞することにより、音楽学習への意欲･関心を高め､小学校音楽教育の振興と向上を図る。 ’
’
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2実施概要

（1） 日時令和4年6月22日（水） 10 ： 45～11 ： 30

（2）会場各学校

（3）参加校及び参加人数 52校 2, 400名
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ブロック 学校名

A 弁天 院内 登戸 新宿

B 源 みつわ台北 みつわ台南 北貝塚

C -若松台 都賀の台 若松 小倉

， 本町 鶴沢 都

Ⅱ

桜木

E 寒川 蘇我 宮崎 大森

F 仁戸名 川戸 星久喜 松ケ丘

G 更科 千城台みらい 千城台東 千城台わかば

H 大巌寺 生浜東 生浜 生浜西

I 有吉 扇田 平山 椎名

』 小谷 泉谷 おゆみ野南 金沢

K 誉田 誉田東 越智 大木戸

L 十気 土気南 あすみが丘 大椎

M 坂月 千城 大宮 白井



3 内容

第1部（全体）

（1）オープニング（木琴の演奏）

（2）教育長挨拶

（3）みんなで音楽（ボディーパーカッション）

第2部（ブロック別）

（4）第2部開会の言葉

（5）各校の学校PR･演奏発表

（6）感想発表

（7）閉会の言葉

4参加学年及び学校数（内訳）

5音楽発表会を終えて（運営委員会での成果と課題から）

○コロナ禍でも音楽発表会を開催できたことや、オンライン開催によって、学年全員で参加できたこと

は、大変価値があった。

○オンラインを通して全体会を行ったことで、 52校の一体感があふれる音楽発表会になった。

○「みんなで音楽」では、ボディーパーカッションを楽しく行うことができ、大変盛り上がった。

○参加した子どもたちは、他校の演奏を聴いたり、感想を発表し合ったりする中でよい刺激を受け、有意

義な時間であった。

○オープニングの演奏や､第二部(ブロック別).の司会進行等､子どもが担当したことがよかった｡今後

も続けていきたい。

○各校が工夫し、様々な演奏スタイルがあり、音楽を通して大変よい交流活動になった。

○壮行会や学習参観等で保護者参観の機会を設けたことで、子どもたちは褒めてもらい自信をもつこと

ができた。

○当日の司会原稿、 meetの画面操作を含めた進行表を作成し、共有していたため、当日もスムーズに進

行することができた。

●録画のオンデマンド配信でも鑑賞することはできるが、よりよい音でと考えるとホール開催がよい。

●感想の発表の前に「千葉市歌」を流す等工夫することで、子どもたちが考える時間を設けるとよい。

●音楽主任と音楽専科講師の情報伝達不足により、うまく連携して行うことができなかった｡積極的に情

報共有を図る必要がある。

●ギガタブの操作等､音楽科の指導以外で配慮すべきことがあり負担であった｡運営委員会から方法やギ

ガタブの使い方についてのルール等を示したが、一人一人がスキルアップしていく必要がある。

少

2

参加学年 学校数

1， 2年生 1校

3， 4年生 1校

4年生 49校

5年生 1校
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議案第26号

千葉市立小学校、 中学校及び特別支援学校の通学区域に関す

る規則の一部改正について

千葉市立小学校、 中学校及び特別支援学校の通学区域に関する

規則の一部を改正する規則を次のとおり制定するものとする。

令和4年7月20日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市教育委員会規則第号

千葉市立小学校、 中学校及び特別支援学校の通学区域に関す

る規則の一部を改正する規則

千葉市立小学校、 中学校及び特別支援学校の通学区域に関する

規則（昭和44年千葉市教育委員会規則第1号） の一部を次のよ

うに改正する。

別表第1千葉市立小中台中学校の部千葉市立園生小学校の項中

「小仲台8丁目25～27番、 9丁目」 を「小仲台5丁目の一部、

8丁目25～27番、 9丁目」 に改め、 同部千葉市立小中台小学

校の項中「（1丁目及び2丁目のうち市立稲丘小学校及び市立弥生

小学校通学区域を除く。）」 を「（1丁目、 2丁目及び5丁目のうち

市立稲丘小学校、市立弥生小学校及び市立園生小学校通学区域を

除く。）」に改め、同表千葉市立新宿中学校の部千葉市立弁天小学

校の項中「弁天1～4丁目」の次に「（3丁目のうち市立臺町小学

校通学区域を除く。）」 を加え、 同表千葉市立轟町中学校の部千葉

市立轟町小学校の項中 「弥生町1番144号」の次に「、弁天3

丁目のー部」 を加え、同表千葉市立千草台中学校の部千葉市立千

草台小学校の項中 「3丁目4番1号」の次に「、 5番20号」 を

加え、 同表千葉市立都賀中学校の部千葉市立都賀小学校の項中

「天台3丁目4番1号」の次に「、 5番20号」 を加える。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、千葉市

立千草台小学校の項及び千葉市立都賀小学校の項の改正規定は、

公布の日から施行する。
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案説明

小中台5丁目830番30， 31 （小中台小・小中台中学区）

及び弁天3丁目420番3， 420番1の一部（弁天小・新宿

中学区）に建設予定の共同住宅並びに天台3丁目5番20号に

建設された房総双葉学園の施設の通学区域変更に伴う所要の改

議

部を改正しようとするものであります。規則の一正を行うため、
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議案第27号

令和5年度千葉市立養護学校高等部及び高等特別支援学校入学者

選考要項について

I

亨

令和5年度千葉市立養護学校高等部及び高等特別支援学校入学者選考

要項について、次のとおり定めるものとする。

令和4年7月20日提出

千葉市教育委員会教育長 美磯 和野
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令和5年度

千葉市立養護学校高等部及び高等特別支援学校

入学者選考要項
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令和5年度千葉市立養護学校高等部及び高等特別支援学校入学者選考日程

、

I

募集学校 願書提出期間 入学選考日
入学許可候補者
-通知日

① 千葉市立養護学校高等部普通科 2月1日（水）～2月13日(月）

2月21日(火)、22日(水)のうち

養謹学校の校長が定める日
■■●■●■■■■●■●■■､■■■■●■■■■●■■■■■■｡■■●■■■■●■■③■凸■■■■●■e■■■■｡■■■■①■■■■■■､■●■q■■0■■■■■■●■｡■■■■●■■■■●■

※追選考日
養護学校の校長が定める日

3月3日(金）

② 千葉市立高等特別支援学校高等部普通科(職業コース）

(令和4年）
12月1日(木)～5日(月）

2次募集
1月24日(火)～26日(木）

1月11日(水)、12日(木）

■■■■●■■■U■■■■■･■q■■●■■■■●■■■■●■■■■■■G■■■■■■■●■｡●■●■■■巳●■●■■旬■｡■■■■■■q■■■■■■●■●■■●■q■■●■■U■？■■■凸■

※追選考日 、
1月18日(水）

2月1日（水）

1月20日(金）

2月3日（金）
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令和5年度 ‘

千葉市立養護学校高等部及び高等特別支援学校入学者選考要項

令和5年度千葉市立養護学校高等部及び高等特別支援学校の入学者の募集及び選考は、

｢千葉市立特別支援学校管理規則第20条」の規定により、下記のとおり実施する。

F－応寡寳落司

高等部に入学を志願できる者は、原則として障害の程度が学校教育法施行令第22条の3

に定める知的障害者で、以下に該当する者とする。
I

1 千葉市立養護学校高等部普通科

（1）千葉市立養護学校の通学区域（千葉市中央区・若葉区・緑区・稲毛区の一部）に居住

する者、または入学までに通学区域に住所を有する者

（2）次のアーウのいずれかに該当する者

ア特別支援学校の中学部若しくは中学校若しく>は義務教育学校を卒業した者又は令和

5年3月に卒業する見込みの者

イ中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和5年3月に修了する見込みの者 一

ウ学校教育法施行規則第95条の各号のいずれかに該当する者

なお、令和5年3月に学校教育法施行規則第95条第1号及び第2号に規定する課

程を修了する見込みの者を含む。

I

2千葉市立高等特別支援学校普通科（職業コース）

（1） ・市内に居住する者、または入学までに市内に住所を有する者

（2） 「1 （2）アーウ」のいずれかに該当し、公共交通機関等を利用して通学できる者

〈

1句
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Ⅱ千葉市立養護学校高等部普通科

1 通学区域．

千葉市中央区・若葉区・緑区・稲毛区の一部を通学区域とする。

I

2入学定員

特に定員を定めない。

出願

（1）事前の教育相談
令和5年1月13日 （金）までに千葉市立養護学校（以下、養護学校という）で進
路に係る教育相談（志願を前提とした教育相談で、オープンスクールは含まれるが、
単なる学校見学や参観は含まない）を行うことを要する。

3

（2）選考要項及び入学願書等の交付期間及び時間
令和4年12月20日 （火）から令和5年2月13日 （月）までとし、受付時間は
午前9時から午後4時までとする。ただし、土曜日、 日曜日及び国民の祝日に関する
法律に規定する休日を除く。

1

（3）選考要項及び入学願書等の交付場所
養護学校

千葉市若葉区大宮町1066－1
電話043 （265） 9293

（4）願書等の提出期間
令和5年2月1日 （水）から2月13日 （月）までとし、受付時間は午前9時から午
後4時までとする。ただし、土曜日、 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休
日を除く。

I

（5）願書等の提出先
養護学校の校長

(6

｜

I

I

I

’

1コ
Lジ

書類等 備考

ア入学願書〔様式1」

イ療育手帳の写し

又は、障害を有することを証

、 明する診断書〔様式3〕

~交付番号及び障害の程度が記載された事項の部
分の写し

〔様式3〕は参考様式とし、医療機関等が発行
するものも可。ただし、発達検査の結果が記載さ
知‘‐rいるミールー

ウ入学者選考受検票［様式5」

エ調査書〔様式7〕

オ通学区域外からの入学志願証

明書〔様式9〕

一

通学区域外から志願する者は、必要事項を記入

の上、在籍校長又は出身校長の証明を受けて、養
諺学校の校長に提出すること。

力必要に応じて提出する書類 その他養護学校の校長が必要と認める書類を提
出すること。



4入学許可候補者の決定

（1）入学者選考日

令和5年2月21日 （火）及び2月22日 （水）のうち養護学校の校長が定める日
、

（2）入学者選考会場

養護学校

（3）入学者選考の方法
学力検査、作業能力検査、運動能力検査、面接、提出書類等により総合的に審査し、

入学許可候補者を選考する。

なお、学力検査については、校長が学校の実情に応じて必要と認められる教科を選択
して行うものとし、その内容は学習指導要領に示されている基本的事項とする。
ただし、特別の事情のあるときは、学力検査等を行わないことができる。

5追選考

選考日当日にインフルエンザ罹患等､やむを得ない理由により受検することができなかっ
た者に対して追選考を行う。

（1）受検資格及び手続

インフルエンザ罹患による急な発熱で別室での受検も困難である等、やむを得ない理
由により本選考を全て受検できなかった者のうち、養護学校の校長が定める所定の手続
きにより、承認を受けたものを対象とする。

（2）入学者選考日

本選考の結果を発表するまでに実施する。 （1日）

（3）入学者選考会場

養護学校

（4）入学者選考の方法

追選考の方法については、養護学校の校長が別に定める。

6入学許可候補者の発表及び通知

校長は、令和5年3月3日 （金）午前9時に、養護学校で掲示により発表するとともに、通知
書を交付する。また、在籍（出身）校に通知する。

7 入学の確約

入学許可候補者となった者は、令和5年3月10日 （金）までに、入学確約書〔様式16〕
を養護学校の校長に提出するものとする。受付時間は、午前9時から午後4時までとする。
ただし、土曜日、 日曜日を除く。

入学確約書を提出した者は、市の内外を問わず公立高等学校又は公立特別支援学校に出
願してはならない。

また、入学許可候補者となった者のうち、入学確約書の提出がない場合には、入学の意思
がないものとして取り扱う。

『

再募集

養護学校の受検を希望し、養護学校において教育相談を受けた者を対象として行う。
なお、再募集に係る事項については、養護学校の校長が別に定める。

8

14



9 その他

（1）入学許可候補者となった者のうち､入学を辞退する場合には､｢入学辞退届」 〔様式18〕
を養護学校の校長宛てに提出するものとする。

I

（2）志願者又はその保護者は、別記に従い、調査書、作業能力検査、運動能力検査、学力検
査の総合得点及び教科別の得点に関して、簡易開示請求を行うことができる。

この選考要項に定めるもののほか､入学者選考について必要な事項は､市教育長が別に(3）

定めるものとする。

I

I

I

I

I

1

1
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Ⅲ千葉市立高等特別支援学校普通科（職業コース）

1 通学区域

市内全域を通学区域とする。

Ｉ

2入学定員

第1学年32人

3 出願

（1）事前の教育相談

令和4年11月30日 （水）までに千葉市立高等特別支援学校（以下、高等特別支援
学校という）で進路に係る教育相談（志願を前提とした教育相談で、単なる学校見学や
参観は含まない）を行うことを要する。

I（2）選考要項及び入学願書等の交付期間及び時間

令和4年11月4日 （金）から12月5日 （月）までとし、受付時間は午前9時から
午後4時までとする。ただし、土曜日、 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休
日及び学校休校日[令和4年11月14日 （月） ］を除く。

（3）選考要項及び入学願書等の交付場所

高等特別支援学校

千葉市美浜区真砂5-18-1

電話043 （388） 0133

（4）願書等の提出期間

令和4年12月1日 （木）から12月5日 （月）までとし、受付時間は午前9時から
午後4時までとする。

（5）願書等の提出先

高等特別支援学校の校長

(6）

刀一 回1安宗L1求ｴ､Uj

可〆

工b

書類等 備考

ア入学願書〔様式2〕 一一一
イ療育手帳の写し

療育手帳の写しの提出が申請

手続き上、間に合わない場合の

み、知的障害を有することを証

明する診断書〔様式3〕 もしく

は仮出願の申請書〔様式4〕を

提出する。

交付番号及び障害の程度が記載された事項の部

分の写し

様式3は参考様式とし、医療機関が発行する様

式でも可。ただし、発達検査の結果が記載されて

いること。

※この場合、入学者選考の前日の午後4時までに

療育手帳の写しを提出すること。

ウ入学者選考受検票（以下、受

検票という） 〔様式6〕 一一一一一
エ調査書〔様式7〕 －一一一一一一一一一一一一一一



4志願の変更及び取消

（1）志願校の変更

入学願書受付締切り後、 1回に限り、志願校の変更を行うことができる。

ア変更の受付期間及び時間

令和4年12月7日 （水）から12月9日 （金）までとし、受付時間は午前9時から午
後4時までとする。

イ提出書類及び手続き

志願変更者は、新たに志願する特別支援学校において、進路に係る事前の教育相談
（志願を前提とした教育相談で、単なる学校見学や参観は含まない）を令和4年12月,9
日 （金）までに必ず行うこととする。

志願変更者は、 「志願変更願」 〔様式12〕及び受検票を在籍（出身）校の校長を経由し
て、高等特別支援学校の校長に提出する。

また、 「志願変更願」を受理した高等特別支援学校の校長は、志願変更者に「志願変更承
諾書」 〔様式13〕を交付する。その際、 ･次の書類を志願変更者に返却する。
・療育手帳の写し又は知的障害を有することを証明する診断書

・返信用封筒

.他に提出書類のキ、 ク、ケの提出があった場合、その書類

上記の志願変更が認められた者は、千葉県県立特別支援学校幼稚部・高等部及び高等部
専攻科入学者選考要項により志願変更の受付期間中に新たに志願する特別支援学校の校
長に願書等及び「志願変更承諾書」 〔様式13〕を提出しなければならない｡、

I

I

（2）志願の取消

志願を取り消そうとする者は、在籍（出身）校の校長を経由して、入学許可候補者
の発表日の前日、令和5年1月19日 （木）の正午までに、高等特別支援学校の校長に「志
願取消届」 〔様式14〕を提出しなければならない。その際、受検者には志願変更時と同様
の書類を返却する。

17
士『

力返信用封筒 84円切手（料金改定があったときは、改定後

の料金の切手）を貼った定形（長形3号）の封筒

に、志願者の住所、氏名及び郵便番号を表記する

こと ，

キ通学区域外からの入学志願証

明書〔様式9〕

通学区域外から志願する者は、必要事項を記入

の上、在籍校長又は出身校長の証明を受けて、

等特別支援学校の校長に提出すること。

高

ク受検に係る特別配慮申請書

〔様式10〕

必要に応じて提出すること。

校長が認めた場合に「受検に係る特別配慮通知

書」 〔様式11〕を送付する。

返信用封筒 上記力と別に用意すること。

ケ必要に応じて提出する書類 その他、高等特別支援学校の校長が必要と認め

る書類を提出すること。



5 入学許可候補者の決定

（1）入学者選考日
令和5年1月11日 （水）及び1月12日 （木）

（2）入学者選考会場
高等特別支援学校

(3） 〃〕万弱

※その他、在籍（出身）校からの提出書類により総合的に審査し、入学許可候補者を
選考する。 ．

（4） 日程等

集合時間、検査時刻、終了時刻等は、文書にて別途配付する。

6追選考
選考日当日にインフルエンザ罹患等､やむを得ない理由により受検することができなかっ

た者に対して追選考を行う。
（1）受検資格及び手続

インフルエンザ罹患による急な発熱で別室での受検も困難である等、やむを得ない理
由により本選考を全て受検できなかった者のうち、所定の手続きにより高等特別支援学
校の校長に承認を受けたものを対象とする。本選考を一部でも受検した者は、追選考を

， 受検することはできない。
追選考を受検する者は、追選考受検願及び本選考を受検できなかった理由を証明する
書類（医師の診断書等）を在籍校長又は出身校長の証明を受け、追選考の2日前までに
志願する高等特別支援学校に提出する。 〔様式15〕

（2）入学者選考日
令和5年1月18日 （水）

（3）入学者選考会場
高等特別支援学校

（4）入学者選考の方法
追選考は、学力検査（国語・数学・理科・社会）を50分間で実施する。なお，国語
の内容は、放送による聞き取り問題を含む。作業能力検査、運動能力検査及び面接の実
施については、高等特別支援学校長が別に定める。

7 入学許可候補者の発表及び通知
校長は、令和5年1月20日 （金）午前9時に、高等特別支援学校で掲示により発表する
とともに、本人に郵送にて通知する。また、在籍（出身）校の校長に通知する。
入学許可候補者が定員に満たない場合は、第2次募集の案内も同時に行う。

8 入学の確約

入学許可候補者となった者は、令和5年1月27日 （金）までに、入学確約書〔様式17〕
を高等特別支援学校の校長に提出するものとする。受付時間は、午前9時から午後4時まで

18

検査内容 時間 配点

第1日 （1月11日）

作業能力検査

学力検査（国語・

数学･理科･社会）

運動能力検査

各学校の計画による。

50分

各学校の計画による。

200
占
小

100点

100点

第2日 (1月12日） 面接 各学校の計画による。



とする。ただし、土曜日、 日曜日を除く。
入学確約書を提出した者は､市の内外を問わず公立高等学校又は公立特別支援学校に出願
してはならない。

また、入学許可候補者となった者のうち、入学確約書の提出がない場合には、入学の意思
がないものとして取り扱う。その場合も市の内外を問わず、公立高等学校又は公立特別支援
学校に出願してはならない。 ‐

9第2次募集
入学許可候補者数が発表時に定員に満たない場合、第2次募集を行う。

（1）事前の教育相談
令和5年1月26日 （木）までに、高等特別支援学校による進路に係る教育相談（志

願を前提とした教育相談で、単なる学校見学や参観は含まない）を行うことを要する。

（2）願書等の提出期間
令和5年1月24日

（火）及び1月25日

でとする。

（火）から1月26日 （木）までとし、受付時間は1月24日
（水）は午前9時から午後4時ま‘で、 1月26日 （木）は正午ま

（3）願書等の提出先
高等特別支援学校の校長

（4）提出書類等
「3 出願（6） 」に定めるところによる。

（5）入学者選考日
令和5年2月1日 （水）

（6）入学者選考会場
高等特別支援学校

（7）入学者選考の方法
面接を実施する。さらに、作業能力検査、学力検査、運動能力検査、その他の検査の
うちからいずれか一つ以上の検査を実施する。

（8）入学許可候補者の発表及び通知
校長は、令和5年2月3日 （金）午前9時に高等特別支援学校で掲示により発表する
とともに、本人に郵送にて通知する。また、在籍（出身）校の校長に通知する。

（9）入学の確約
入学許可候補者となった者は、令和5年2月10日 （金）までに、入学確約書〔様式
17〕を高等特別支援学校の校長に提出するものとする。受付時間は、午前9時から午
後4時までとする。ただし、土曜日、 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休
日を除く。

入学確約書を提出した者は、市の内外を問わず公立高等学校又は公立特別支援学校に
出願してはならない。

また、入学許可候補者となった者のうち、入学確約書の提出がない場合には、入学の
意思がないものとして取り扱う。その場合も市の内外を問わず公立高等学校又は公立特
別支援学校に出願してはならない。

1

1

｜
I

(10）志願の取消

第2次募集の志願を取り消そうとする者は、在籍（出身）校の校長を経由して、入学
許可候補者の発表日の前日、令和5年2月2日 （木）の正午までに、高等特別支援学校

’
1

1
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L

､

の校長に「志願取消届」 〔様式14〕を提出しなければならない。その際、受検者には
志願変更時と同様の書類を返却する。

10入学許可候補者とならなかった者で高等部普通科（職業コースを除<)を志願する場
合

（1）事前の教育相談と願書等の提出期間
ア養護学校

令和5年2月13日 （月）までに、進路に係る教育相談を必ず行うこととする。
イ県立千葉特別支援学校
令和5年2月13日 （月）までに、進路に係る教育相談を必ず行うこととする。

ウ願書等の提出期間については、両校とも令和5年2月13日（月）までとし、受付
時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、土曜日、 日曜日及び国民の祝日
に関する法律に規定する休日を除く。

（2）第2次募集を受検し入学許可候補者とならなかった者が高等部普通科（職業コース
を除く）を志願する場合
ア養護学校

令和5年2月13日 （月）までに、進路に係る教育相談を必ず行うこととする。
イ県立千葉特別支援学校
令和5年2月13日 （月）までに、進路に係る教育相談を必ず行うこととする。

ウ願書等の提出期間については、両校ともに令和5年2月13日（月）までとし、受
付時間は、午前9時から午後4時までとする。

11 受検者心得

（1）受検票を必ず持参すること。
（2） 当日、高等特別支援学校が定めた時刻に集合すること。
（3）検査1日目は、筆記用具･ (鉛筆（シャープペンシル可） ・消しゴム)、体操着、弁当、

また、両日とも「運動のできる上履き」を持参すること。
（4）時計を携帯する場合は、時計機能のみのものであること。
（5）携帯電話は検査室に持ち込まないこと。
（6）検査室内では、受検者同士の物の貸借はしないこと。
（7）携帯品、その他留意事項については、高等特別支援学校において実施する検査の内容

により定めた指示に従うこと6

12その他

（1）入学許可候補者となった者のうち、入学を辞退する場合には、 「入学辞退届」 〔様
式18〕を高等特別支援学校の校長宛てに提出するものとする。

志願者又はその保護者は、別記に従い、調査書、作業能力検査、運動能力検査、学
力検査の総合得点に関して、簡易開示請求を行うことができる。

(2）

この選考要項に定めるもののほか、入学者選考について必要な事項は、市教育長が
別に定めるものとする。

(3）

20 』



様式1 〈養護学校〉

(提出日令和 年月 日） 1

1

入 学 願 書
弓 1

1

令和 年 月 日
』

千葉市立養護学校長様、

写 真

縦4cm×横3cm

{(正面上半身脱帽）

志願者氏名
(3か月以内のもの）

〈
保護者氏名

貴校高等部に入学したいので、保護者連署をもって志願いたします。

イ

イ

上記の志願者は平成･令和 年 月 （入学･転入学・編入学）し、平成・令和 年 月

（卒業見込み・卒業）の者で、願書の記載事項は事実と相違なく、かつ同日に行われる公立高等

学校に出願していないことを証明する。

令和 年 月 日

回学校長立

注意

1 保護者の現住所が志願者と同じ場合は、 「志願者に同じ」と略記すること。

2必要事項を記入し、当該事項を○で囲む。なお、 ＊は記入しないこと。

3入学日及び卒業日は、原則、年度初め（4月1日）及び年度末（3月31日） とする。

4 自校高等部への志願者については、校長の証明を必要どしない。

21

＊受検番号

志
願
者

現住所

ふりがな

氏名

T

1

1

(平成 年 月 日生）

保
護
者

現住所

ふりがな

氏名

連絡先

〒

自宅・勤務先・その他（ ） 琴舌（ ） 一



様式2 〈高等特別支援学校〉

(提出日令和 年 月 日）

入「 学 願 書
司

令和 年 月 日

千葉市立高等特別支援学校長様

写 真

縦4cm×横3cm

（正面上半身脱帽）

(3か月以内のもの）

志願者氏名

保護者氏名

1

貴校に入学したいので、保護者連署をもって志願いたします。

上記の志願者は平成･令和 年 月（入学･転入学･編入学）し、平成･令和 年 月

(卒業見込み・卒業）の者で、願書の記載事項は事実と相違ないこ'とを証明する。

令和 年 月 日

画学校長
一
げ
」

里
型

注意

1保護者の現住所が志願者と同じ場合は、 「志願者に同じ」 と略記すること。

2必要事項を記入し、当該事項を○で囲む。なお、 ＊は記入しないこと。

3入学日及び卒業日は、原則、年度初め（4月1日）及び年度末（3月31日） とする。

ヘヘ

ニニ

＊受検番号

志
願
者

現住所

ふりがな

氏名

〒

￥

(平成 年 月 日生）

保
護
者

現住所

ふりがな

氏名

連絡先

〒

自宅・勤務先・その他（ ） 琴舌（ ）



様式3 〈共通〉

診 断 書

現住所 T

氏 名

生年月日

1 障害の状態

（1）障害名（知的障害）

（2）現在の状況（服薬、発作等の有無）

学校生活上、特に留意すべき事項（運動、集団生活への適応状況）2

△

その他、参考となる事項

※知的障害者対象の高等部普通科を受検する場合は、

ること

3

必ず発達検査の結果を記載す

I

I

上記の通り診断します。

令和 年 月 日

医療機関の名称

医師氏名 画

、司

學。



様式4 〈高等特別支援学校〉

仮出願の申請書

申請日 令和 年 月 日

千葉市立高等特別支援学校長様

受検番号

志願者氏名

保護者氏名

下記の理由により仮出願いたします。

雪

冒□

療育手帳の写しの遅延理由

令和 ． 年 月 日提出予定日

※入学選考日前日 （但し、土・日を除く）午後4時までに、療育手帳の写しを提出す
ること。

※提出期限までに療育手帳の写しの提出が無かった場合、入学志願を取り消すものと
する。

上記のことを了承していますので、お願いします。

圃学校長立

24



■

『

様式5 〈養護学校〉

令和5年度千葉市立養護学校高等部

入学者選考受検票

*受検番号

ふりがな

Ⅳ在籍または

受付印

様式6 〈高等特別支援学校〉

令和5年度千葉市立高等特別支援学校

I

／ 入学者選考受検票

I

’

*受検番号
1

1

｜

’ふりがな

"
|ノ

在籍または

受付印

25

写 真

縦4cm×横3cm

(E而上半身脱帽）

(3か月以内のもの）

写 真

縦4cm×横3cm

(E両上半身脱帽）

(3か月以内のもの）



｡

様式7 〈共通〉

ザ

へ〆

竺0

学
籍
の
記
録

生
徒

ふりがな

氏名

現住所

受検番号

性別

＊

平成 年 月 日生

〒

保
護
者

ふりがな

氏名

現住所

T

生徒との関係

電話（ ） 一

平成．令和年 月 日（入学．転入学・編入学） 平成・令和年月 日 （卒業・卒業見込み）

出
欠
の
記
録

1年

2年

3年

当該生徒が出席し

なければならない

日数

欠席日数

遅刻日数

欠席の主な理由

己

一一一一一一一一一一一

_一一一一一一一一一一

健
康
及
び
行
動

健
康
状
態

対
人
関
係
・
集
団
行
動

生
活
習
慣

通
学
の
手
段
・
状
況



h

1

1
1

I

I

「
1
1

1

当該事項を○で囲み、 ＊印の欄は記入しないこと。

第3学年の学習の状況は、 第1 ． 2学年の学習の状況の推移等を含めて具体的に記入
し､卒業見込みの生徒については10月(養護学校は12月)末日現在で記入すること。
入学日及び卒業日は、原則、年度初め（4月1日）及び年度末（3月31日） とす~る。
行動の記録は、態度・意欲・社会性等の観点を含めて記入すること。

産業現場等における実習の記録は、未実施の場合は空欄とせず、斜線を引くこと。
通学の手段･状況は､志願した学校への通学手段及び予想される状況等を記入すること。

注意1

2

３
４
５
６

へ司

竺ノ

ノ

学
習
の
記
録

第3学年の学習の ： 犬況

園語 美術

社会 保健体育

数学
技術・家庭

職業・家庭

理科 外国語

音楽
総合的な

学習の時間

道徳

総合

所見

実
習
の
記
録

産
業
現
場
等
に
お
け
る

この調

実施年月日 実 習 先 実習中の様子

省言言の肩口叡争』具に謀り〔ﾉﾉ7よし、ｰと乞颪止明しよ9｡

令和 年 月 日

学校名

校長氏名 画

記載者職.氏名 ⑳



安の教育課程に台 双干I寺壬

注意

1 当該事項を○で囲み， ＊印の欄は記入しないこと。

2第3学年の学習の状況は，第1 ．2学年の学習の状況の推移等を含めて具体的に記入し，

卒業見込みの生徒については10月 （養護学校は12月）末日現在で記入すること。

3入学日及び卒業日は、原則、年度初め（4月1日）及び年度末（3月31日） とする。

4行動の記録は，態度・意欲・社会性等の観点を含めて記入すること。

5産業現場等における実習の記録は，未実施の場合は空欄とせず，斜線を引くこと。

6通学の手段・状況は，志願した学校への通学手段及び予想される状況等を記入すること。

28

学
習
の
記
録

教科等

自立

活動

総合

所見

第3学年の学習の状況

ﾉ

産
業
現
場
等
に
お
け
る

圭
《
習
の
記
録

実施年月日 実 習 先 実習･中の様子

この調査書の記載事項に誤りのないことを証明します。

令和 年 月 日

学校名 、

圃校長氏名

記載者職.氏名 ④



I

奇等特別支援字校〉

『青

I

I

I
Ⅱ

’

I

備考

1 ＊印欄は記入しないこと。

2療育手帳の「無申請中有」は、該当するものを○で囲むこと。

（申請中の場合は、証明書を添付すること)。

3 自宅から学校までの経路・利用交通機関・所要時間は、記入例に従って記入すること。

4緊急連絡先は、受検日に連絡をとることができる連絡先を記入すること。

1

1

29

写真

縦4cm×横3cm

(正面上半身脱帽）

(3か月以内のも

の）

ふりがな

氏名

性

別
平成 年 月 日生

現住所 T

ふりがな

保護者氏名

本人と

の関係

保護者現住所

T

緊急室絡先（琴舌） （ ）

療育手帳 無 申請中 有（障害程度 ）

本人の長所
〃

本人の課題
日

卒業後の進路希望

本校の教育に

期待すること

通学の経路・利用交通機関・所要時間
通学に要する時間（合計）

分（片道）

<記入例〉

自宅患○○バｽ停誌釜JR蘇我駅黄豊JR検見川浜駅惹主学校

＊受検番号 在籍（出身）校名 在籍学級（○で囲む）

通常・特別支援



様式9 〈共通〉

通学区域外からの入学志願証明書

学校長様千葉市立

志願者氏名

保護者氏名

現住所

T

記

理由

）入学時の住所（ 〒

上記の理由により、貴校への入学志願は正当であることを証明します。

令和 年 月 日

回学校長
一L一

』L

注意

1 通学区域外の居住者が志願する場合は、理由欄に入学時の住所（市内）を記入すること。

2その他、校長が必要と認める書類がある場合は添付すること。

30



I

様式10 〈高等特別支援学校〉 I

受検に係る特別配慮申請書

令和 年 月 日

千葉市立高等特別支援学校長様

学校名

⑳志願者氏名

⑳保護者氏名

下記のとおり、特別な配慮を申請します。

一

言巳

学力検査・作業能力検査・運動能力検査・その他（ ）1 選考の種類

2障害の状況等

3希望する配慮事項

4その他
4

I

L

意
１
２
３
４
５
６

注

上記lについては、当該事項を○で囲む。

上記2と3については、具体的に記入する。

上記4については、特記すべきことがある場合、記入する。

志願者が未成年の場合、本人の押印を省略することができる。

自筆の場合、保護者及び本人の押印を省略することができる。

受検に係る特別な配慮を希望する志願者は、志願する入学者

前日までに志願する特別支援学校の校長に申請する。

定型（長形3号）の封筒（84円切手を貼付し、志願者の住所、

を添えて提出する。

志願する入学者選

’

抜の願書等の受け付け開始日の

氏名及び郵便番号を標記する｡）７

､

31



様式11 〈高等特別支援学校〉

受検に係る特別配慮通知書

志願者氏名

保護者氏名

受検に係る特別な配盧について、下記のとおり認めましたので、通知します。

なお、このことを在籍（出身）学校等の校長に連絡してください。

記

）学力検査・作業能力検査・運動能力検査・その他（1選考の種類

2配慮事項

3その他

令和 年 月 日

)

千葉市立高等特別支援学校

校長 画｜
心

－

32



様式12 〈高等特別支援学校〉

願変更願
士
心

令和 年 月 日

千葉市立高等特別支援学校長様

受検番号

志願者氏名

保護者氏名

下記のとおり志願を変更したいので、 お願いします。

記

千葉市立高等特別支援学校普通科職業コース現在の志願先

科）学校 専門学科（

普通科職業コース
変更後の志願先

ノ

上記のことを了承していますので、お願いします。

圃学校長
ﾛ

、ノ

I

l
『

I

33



<高等特別支援学校〉様式13

No.

書願変 承諾
士
心 更

学校名

志願者氏名

上記の者の他校への志願変更を承諾します。

令和 年 月 日

千葉市立高等特別支援学校

校長 屈

1

34



様式14 〈高等特別支援学校〉
f

取消届
士
心 願

年 月令和 日

千葉市立高等特別支援学校長様
1

受検番号

⑳志願者氏名

⑳保護者氏名

私は都合により、志願を取り消しますので、お届けします。

I

上記のことを了承しています。

圃学校長立

1

1

志願者が未成年の場合、本人の押印を省略することができる。

自筆の場合、保護者及び本人の押印を省略することができる。

注意1

2
1

1

1
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様式15 〈高等特別支援学校〉

I

追選考受検願

令和 年 月 日

千葉市立高等特別支援学校長様
「

志願者氏名

保護者氏名

下記の理由により追選考を受検したいので，提出します。

記

』

､

本選考を受検できなかった理由

上記のことを了承していますので、お願いします。
（

圃学校長、ﾛノ

注意

1 本検査を受検できなかった理由を証明する書類を添付すること。

2追選考の2日前までに志願する高等特別支援学校に提出すること。

36



I

I

様式16 〈養護学校〉

学確約書入

令和 年 月 日

、

様千葉市立養護学校長

受検番号

⑳志願者氏名

⑳保護者氏名

このたび、 本人が千葉市立養護学校高等部普通科の入学許可候補者となりましたが、

相違なく入学しますので､本人及び保護者連署のうえ、ここに入学確約書を提出します。

I

1

1

垂
忌
１
２

注

志願者が未成年の場合、本人の押印を省略することができる。

自筆の場合、保護者及び本人の押印を省略することができる。

’

1

1

1

コワ
ゴ『



様式17 <高等特別支援学校〉

確約書入学

令和 年 月 日

千葉市立高等特別支援学校長様

受検番号

⑳志願者氏名

⑳保護者氏名

このたび、 本人が千葉市立高等特別支援学校普通科（職業コース）の入学許可候補者

となりましたが、相違なく入学しますので､本人及び保護者連署のうえ、ここに入学確約

書を提出します。

注意

1 志願者が未成年の場合、本人の押印を省略することができる。

2 自筆の場合、保護者及び本人の押印を省略することができる。

38



し

様式18 〈共通〉

入学辞退届

令和 年 月 日

f

学校長様千葉市立

受検番号

⑳志願者氏名

⑳保護者氏名

お届けします。入学を辞退するので、私は都合により、

上記のことを了承しています。

令和 年 月 日

画学校長立

I

志願者が未成年の場合， 本人の押印を省略することができる

自筆の場合、保護者及び本人の押印を省略することができる。

注意 1

2
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(別記）

調査書及び学力検査等の結果の簡易開示について

千葉市個人情報保護条例第26条及び千葉市個人情報保護事務取扱要綱第5の6に基づ

き、令和5年度千葉市立養護学校高等部及び高等特別支援学校の入学者選考で特別支援学

校の校長に提出された調査書並びに令和5年度千葉市立養護学校高等部及び高等特別支援

学校の入学者選考の作業能力検査、運動能力検査、学力検査それぞれの総合得点及び教科

別得点の簡易開示を次のとおり実施する。

1 開示方法

（1）調査書

閲覧及び写しの交付（複写機による。 1枚10円）

（2）作業能力検査、運動能力検査、学力検査それぞれの総合得点及び教科別得点

閲覧

2 開示期間

入学者選考の入学許可候補者発表日の翌日から1か月間（土曜日、 日曜日及び国民

の祝日に関する法律に規定する日は除く。）

3 開示場所及び開示時間

受検した特別支援学校午前9時から午後4時まで

4 開示請求の方法及び実施

（1） 申請者は、 「実施細目｣． 〔様式8〕の「簡易開示申請書」に必要事項を記入する。

（2）校長は、 「受検票」等により申請者が受検者本人であることを確認後、開示を行う。

なお、受検票以外の方法で本人であることを確認する場合は、 「千葉市個人情報事

務取扱要綱第5の2の（4）のア」による。

また、申請者が法定代理人の場合は、 「千葉市個人情報保護事務取扱要綱第5の2

の（4）のイ」により確認した後、開示を行う。

40



(様式8）

聿
冒

主
月

言
口簡易開示申

令和 年 月 日

学校長様千葉市立

受検番号

受検者氏名

申請者氏名 (続柄 ）

」

下記のとおり、個人情報の開示を申請しますも

Ⅱ

I

l

E

41

対象となる個人情報 開示の方法 申請する欄に○印 金 ′額

調査書

閲覧

写しの交付 10円

学力検査等の各総合得点
及〔）教科別得点

閲覧



戸一戸…戸､画ダ 斜円一ヘーグニ､ご少戸一戸､-F 戸、－剖戸一F戸､-F戸シ戸シ戸一β～戸シヘーーータ戸シ戸背戸シヘーハシーーﾍｰりﾍｰJ 戸、一夕戸一へ-J戸一へｰ

案説明

令和4年度千葉市立養護学校高等部及び高等特別支援学校入学者選

考要項について、千葉市教育委員会組織規則第8条第8号の規定により、

議

議決を求めるものであります。

（

§

、
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令和4年7月20日

令和4年千葉市教育委員会会議第7回定例会

[参考資料］

I

議案第26号関係・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1● ● ● ①

I
I

【
、

､

I



議案第26号関係参考資料

小中台小学区の通学区域について

霊簿
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※小仲台5丁目マンション建設予定地から園生小 1． 0km徒歩14分
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弁天小学区の通学区域について
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※護国神社跡地のマンション建設予定地から轟町小 1． 3km徒歩17分
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房総双葉学園の通学区域について

慰顔さ輪 Fl lC
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※房総双葉学園新施設から都賀小0． 7km徒歩9分

..．..．■■■■■内都賀小学区 －－－－－＝内千草台小学区
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新旧対照表（千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関する規則の一部改正）

1

1

千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関する規則（昭和44年千葉市教育委員会規

則第1号）の一部を次のように改正する。
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改正前 改正後

ｰ

第1条～第3条 （略）

別表第1

甲子訓X陸 β』、…陸 通学区域

十架巾工"u

曽利中学校

～千葉

緑町中

立
校

市
学

(略）

山

(略）

ノ

千葉市立小

中台中学校

千葉市立

園生小学校

千葉市立小

中台小学校

園生町の一部、宮野木町の一部、

小中台町の－部、 ′N中台

8丁目25～27番、9丁

且

小仲台1～6丁目（1丁目及び2

丁目のうち市立稲丘小学校及び

市立弥生小学校通学区域

を除く且)､7丁

目の一部、8丁目の一部、園生町

の一部

千葉市立

花園中学校
(略） (略）

千葉市立

新宿中学校

(略）

千葉

弁天

市立

小学校

(略）

弁天1～4丁目、

壱斗日⑨一F円ダハ ＊行

千葉市立

蘇我中

～千葉

学校

市立

誉田中学校

(略） (略）

葉
中

千
町

市立轟

学校

(略）

千葉市立

轟町ﾝl､学校

(略）

髄町1～5丁目、穴川l～4丁目

（3丁目11～13番を除

く。 ） ､穴川町､弥生町1番14

4号

第1条～第3条 （略）

別表第1

甲子みばl筌 ﾉ1,2子推l玉 通学区域

千葉市立加

曽利中学校

》
認

市立

学校

(略） (略）

千葉市立小

中台中学校

千葉

園生

市立

小学校

園生町の一部、宮野木町の一部、

小中台町の－部､小仲台5T目の

一部、8丁目25～27番、9丁

目
一

小仲台1～6丁目(1T目、2丁

目及び5丁目のうち市立稲丘小

学校､市立弥生小学校及び市立園

生小学校通学区域を除く｡)、7丁

目の－部、 8丁目の－部、園生町

の一部

葉
園

千
花

市立

中学校
(略） (略）

千葉市立

新宿中学校

(略）

千葉

弁天

市立

小学校

(略）

弁天1～4丁目但丁目のうち

市立鹿町小学校通学区域を除

.f_al、富士見2丁目の一部

千葉市立

蘇我中学校

～千葉市立

誉田中学校

(略） (略）

千葉市立轟

町中学校

(略）

千葉市立

轟町小学校

(略）

轟町1～5丁目、穴川1～4丁目

(3丁目11～13番を除

く。 ） ､穴川町､弥生町1番14

4号、弁天3T目の一部
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タ

備考‘改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、千葉市立千草台小学校の項及び千葉市立都賀

小学校の項の改正規定は、公布の日から施行する。 ．

①

4

， 改正前 改正後

以下 （略）

』

0-f子江隆 小学校区 通学区域

千葉市立松

ヶ丘中学校

～千葉市立

稲毛中学校

(略） (略）

千葉市立千

草台中学校

千葉市立千

草台小学校

千草台1， 2丁目、天台町､天台

2～6丁目 （3丁目4番1号

を除く｡)、萩台町、穴川

3丁目の一部、園生町の一部

千葉市立幸

町第一中学

校

～千葉市立

幕張西中学

校

(略）
1

(略）

ﾉL

、

葉
賀

千
都

市立

中学校

千葉市立

都賀小学校

(略）

作草部町の一部、作草部1， 2

丁目、椿森3丁目の一部、椿森

4， 6丁目 （市立院内小学校通

学区域を除く。 ） 、天台1丁

目、天台3丁目4番1号

。ただし、椿森3， 4、

6丁目については市立椿森中学

校通学区域とする。

(略）

以下 （略）

中学校区 小学校区 通学区域

千葉市立松

ヶ丘中

～

稲

千葉

毛中

津
極

学校

(略） (略）

葉
台

千
草

市立千

中学校

千葉市立千

草台小学校

千草台1， 2丁目、天台町､天台

2～6丁目(3丁目4番1号、5

番20号を除く｡)､萩台町､穴川

3丁目の一部、園生町の一部

千葉市立幸

町第一中学

校

～千葉市立

幕張西中学

校

(略） (略）

千葉

都賀

市立

中学校

千葉市立

都賀'1,学校

(略）

I

作草部町の一部、作草部1， 2

丁目、椿森3丁目の一部、椿森

4， 6丁目（市立院内小学校通

学区域を除く。 ） 、天台1丁

目、天台3丁目4番1号、5番

20号。ただし、椿森3， 4，

6丁目については市立椿森中学

校通学区域とする。

(略）
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